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「
検
察
庁
法
第
十
四
条
」
（
法
務
大
臣
の
指
揮
監
督
）
及
び
「
第
七
条
」
（
検
事
総
長
・
次
長
検
事
）
ま
た
、
国
家
公
務
員

法
「
第
八
条
」
「
第
三
十
九
条
」
「
第
九
十
九
条
」
「
第
百
一
条
」
等
に
も
と
づ
き
、
以
下
の
点
に
つ
き
、
『
質
問
主
意
書
』

を
提
出
い
た
し
ま
す
の
で
、
明
確
な
回
答
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

平
成
七
年
十
一
月
十
四
日
、
最
高
検
察
庁
か
ら
の
当
方
に
対
す
る
答
弁
書
に
は
、
意
図
的
な
疑
惑
隠
し
が
何
点
か
あ
る
と
判

断
し
ま
す
の
で
、
再
度
質
問
し
ま
す
。 

一 

宗
像

夫
氏
（
前
東
京
地
検
特
捜
部
長
）
は
平
成
六
年
の
十
月
二
日
、
埼
玉
県
「
川
越
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
」
に
お
け
る

プ
レ
ー
代
金
及
び
そ
の
後
の
福
臨
門
酒
家
で
の
飲
食
代
金
を
「
会
費
と
し
て
相
当
額
を
払
っ
た
」
と
い
う
が
、
そ
の
事
実
は

な
い
。 

（
イ
）
宗
像
前
特
捜
部
長
宛
の
川
越
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
の
領
収
証
を
見
る
と
、
支
払
う
べ
き
明
細
と
し
て
三
万
三
千
百
三

十
円
と
い
う
数
字
が
き
ち
ん
と
明
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
領
収
額
の
欄
は
「
＊
＊
＊
＊
＊
円
也
」
と
空
欄 

〔
質
問
事
項
〕 

最
高
検
察
庁
の
綱
紀
粛
正
に
関
し
、
以
下
の
質
問
を
す
る
。 

最
高
検
察
庁
の
綱
紀
粛
正
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書 

三 

 



 

（
ハ
）
ベ
ト
ナ
ム
旅
行
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
宗
像
前
特
捜
部
長
が
費
用
を
支
払
っ
た
と
す
れ
ば
い
く
ら
支
払
っ
た
の
か
。 

（
ロ
）
福
臨
門
酒
家
に
お
け
る
代
金
は
、
食
事
代
五
十
六
万
四
千
三
百
四
十
四
円
と
お
土
産
代
九
万
六
千
四
百
八
円
、
合
わ

せ
て
六
十
六
万
七
百
五
十
二
円
だ
が
、
こ
の
全
額
分
の
領
収
証
は
Ａ
氏
の
経
営
し
て
い
た
「
東
京
コ
ス
モ
シ
ス
テ
ム
」

宛
に
出
さ
れ
て
い
る
。 

に
な
っ
て
い
る
一
方
、
Ｓ
氏
領
収
証
欄
の
明
細
は
一
万
百
二
十
三
円
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
領
収
証
額
は
「
九
万

七
千
七
百
七
円
」
で
あ
っ
た
。
パ
チ
ン
コ
機
器
卸
会
社
経
営
の
Ｈ
氏
宛
の
領
収
証
は
、
支
払
う
べ
き
明
細
が
四
万
九
千

二
百
五
十
円
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
領
収
額
に
は
「
十
一
万
五
千
六
百
六
十
五
円
」
と
あ
り
、
宗
像
前
特
捜
部
長

の
プ
レ 
ー
代
金
は
Ｓ
氏
の
領
収
額
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。 

法
務
省
大
臣
官
房
秘
書
課
長
は
、
宗
像
前
特
捜
部
長
は
旅
行
費
用
に
つ
い
て
「
オ
プ
シ
ョ
ン
も
含
め
て
四
十
万
円
強
を

Ｓ
氏
に
払
っ
た
」
と
証
言
し
て
い
る
と
の
こ
と
だ
が
、
同
ツ
ア
ー
は
航
空
運
賃
だ
け
で
一
人
四
十
一
万
円
か
か
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
同
ツ
ア
ー
の
航
空
チ
ケ
ッ
ト
を
手
配
し
た
エ
ム
オ
ー
エ
ア
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社
の
手
配
書
及
び
別
の
参
加

者
の
Ｓ
氏
国
際
特
許
事
務
所
か
ら
の
領
収
書
等
で
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
ホ
テ
ル
費
用
や
観
光
・
飲
食
諸
経
費
は

一
切
含
ま
れ
て
い
な
い
。 

四 

 



 

こ
こ
に
再
調
査
を
要
請
す
る
と
と
も
に
、
法
の
権
威
た
る
法
務
省
・
最
高
検
の
回
答
に
一
点
で
も
真
実
で
な
い
部
分
が
あ
っ
た

場
合
、

永
検
事
総
長
以
下
の
厳
し
い
監
督
責
任
を
追
求
す
る
。
ま
た
、
前
回
の
答
弁
書
を
見
る
限
り
、
最
高
検
は
綱
紀
粛
正

に
関
し
何
ら
真
剣
さ
は
見
ら
れ
ず
、
自
己
組
織
の
防
衛
と
権
威
の
維
持
、
保
身
の
み
に
終
始
し
、
国
民
に
対
す
る
義
務
と
責
任

を
放
棄
し
て
い
る
。
当
方
は
不
信
の
念
を
禁
じ
え
ず
、
こ
こ
に
他
の
検
察
幹
部
の
綱
紀
の
粛
正
に
関
し
て
も
以
下
質
問
す
る
。 

以
上
の
点
か
ら
し
て
も
法
務
省
・
最
高
検
の
回
答
は
事
実
に
反
し
て
い
る
。
法
務
省
及
び
最
高
検
察
庁
が
検
察
官
幹
部
の
綱

紀
粛
正
に
関
し
、
事
実
関
係
の
究
明
に
真
摯
な
姿
勢
が
見
ら
れ
な
い
の
は
国
民
に
対
す
る
重
大
な
背
信
行
為
で
は
な
い
の
か
。 

二 

山
口
悠
介
氏
（
現
札
幌
高
検
検
事
長
）
は
、
平
成
元
年
十
二
月
十
日
、
同
氏
所
属
の
検
察
庁
の
忘
年
会
が
箱
根
湯
本

「
Ｙ
」
に
て
開
か
れ
た
際
、
女
性
Ｉ
・
Ｙ
さ
ん
と
出
会
い
、
そ
の
晩
か
ら
深
い
恋
愛
関
係
と
な
り
、
交
際
が
始
ま
っ
た
と
の

こ
と
で
あ
る
。
検
事
と
い
え
ど
も
人
間
、
個
人
的
な
男
女
の
出
会
い
や
交
際
を
と
や
か
く
指
摘
す
る
立
場
に
は
な
い
が
、
こ

の
Ｉ
・
Ｙ
さ
ん
は
平
成
七
年
三
月
、
横
浜
地
方
検
察
庁
に
お
い
て
、
覚
醒
剤
取
締
法
違
反
で
逮
捕
、
起
訴
さ
れ
て
い
る
。 

宗
像
前
特
捜
部
長
は
こ
れ
ら
の
費
用
を
ど
う
し
た
の
か
。 

（
ニ
）
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
の
高
級
ク
ラ
ブ
及
び
そ
の
他
の
食
事
費
用
に
つ
い
て
は
、
同
行
し
た
Ａ
氏
が
そ
の
場
で
現
金
で

払
っ
た
が
、
宗
像
前
特
捜
部
長
は
一
度
た
り
と
も
支
払
っ
た
こ
と
は
な
い
と
証
言
し
て
い
る
。 

五 

 



 

四 

飛
田
清
弘
氏
（
現
福
岡
高
検
検
事
長
・
前
東
京
地
検
検
事
正
）
に
近
い
ご
親
族
で
あ
る
ハ
ワ
イ
在
住
の
女
性
Ｈ
・
Ｓ
さ
ん

は
、
日
系
マ
フ
ィ
ア
の
首
領
Ｔ
・
Ｈ
の
情
婦
で
あ
り
、
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
に
関
与
し
た
故
・
Ｋ
・
Ｏ
氏
の
ハ
ワ
イ
に
お
け
る

私
設
工
ー
ジ
ェ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
東
京
に
滞
在
中
は
飛
田
清
弘
前
東
京
地
検
検
事
正
の
麹
町
の
「
検
察
官

官
舎
」
を
定
泊
先
に
し
て
い
た
。 

三 

山
口
悠
介
氏
は
こ
の
Ｉ
・
Ｙ
さ
ん
な
る
覚
醒
剤
常
用
者
の
女
性
と
事
件
後
の
平
成
七
年
五
月
以
降
、
新
宿
歌
舞
伎
町
の
ホ

テ
ル
「
Ｙ
」
に
て
何
度
も
密
会
し
て
い
る
。
Ｉ
・
Ｙ
さ
ん
が
覚
醒
剤
取
締
法
で
逮
捕
、
起
訴
さ
れ
た
後
も
こ
う
し
た
交
際
を

続
け
て
い
る
こ
と
は
、
公
務
員
と
し
て
、
ま
た
検
察
幹
部
と
し
て
の
倫
理
に
反
す
る
行
為
で
あ
り
、
高
検
検
事
長
と
し
て
正

し
い
行
動
と
い
え
る
の
か
。
事
実
関
係
の
報
告
と
そ
の
見
解
を
承
り
た
い
。 

女
性
Ｈ
・
Ｓ
さ
ん
は
飛
田
清
弘
氏
と
の
親
族
関
係
、
人
間
関
係
を
巧
み
に
利
用
し
て
、
「
土
地
」
や
「
マ
ン
シ
ョ
ン
」
等

の
不
動
産
物
件
で
、
詐
欺
横
領
罪
等
の
犯
罪
行
為
に
携
わ
り
、
絶
え
ず
裁
判
沙
汰
を
起
こ
し
て
い
た
。「
検
察
官
官
舎
」
が 

Ｉ
・
Ｙ
さ
ん
は
覚
醒
剤
の
常
用
者
で
あ
り
、
山
口
悠
介
氏
は
こ
の
こ
と
を
承
知
の
上
で
の
交
際
を
続
け
て
い
た
と
の
こ
と
で

あ
り
、
検
事
の
立
場
を
利
用
し
て
地
方
検
察
庁
に
対
し
、
こ
の
麻
薬
事
件
で
手
心
を
加
え
る
べ
く
働
き
か
け
た
こ
と
は
な

か
っ
た
か
。 

六 

 



 

五 

女
性
Ｈ
・
Ｓ
さ
ん
は
、
前
科
の
あ
る
大
物
総
会
屋
Ａ
氏
と
も
深
い
関
係
に
あ
り
、
当
時
二
人
が
同
棲
生
活
し
て
い
た
渋
谷

区
松
濤
町
に
あ
る
三
菱
パ
ー
ク
ハ
ウ
ス
に
飛
田
清
弘
氏
も
訪
問
し
、
そ
こ
で
大
物
総
会
屋
Ａ
氏
と
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
。 

六 

神
垣
清
水
氏
（
東
京
地
検
刑
事
部
筆
頭
副
部
長
）
は
、

永
検
事
総
長
の
岡
山
大
学
の
後
輩
で
あ
る
と
の
関
係
を
も
と

に
、
大
蔵
省
の
元
主
計
局
次
長
ら
と
同
時
期
に
お
い
て
、
二
信
用
組
合
で
問
題
に
な
っ
た
民
間
人
Ｋ
氏
ら
の
飲
食
接
待
や
売

春
接
待
に
至
る
ま
で
の
饗
応
を
頻
繁
に
受
け
、
遊
興
を
重
ね
て
い
た
。
二
信
用
組
合
の
関
係
者
と
の
親
し
い
交
際
は
問
題
で

は
な
い
の
か
。
ま
た
、
検
事
と
し
て
も
倫
理
を
越
え
て
い
る
行
動
と
考
え
る
が
、
最
高
検
と
し
て
は
本
人
に
対
し
、
ど
の
よ

う
な
調
査
が
な
さ
れ
た
の
か
。
対
応
さ
れ
た
の
か
。
回
答
願
い
た
い
。 

”

黒
い
交
遊
疑
惑

“

で
は
な
い
の
か
。
検
察
庁
と
し
て
国
民
の
信
頼
を
損
ね
る
も
の
で
あ
り
、
事
実
関
係
に
つ
い
て
の
究
明

を
願
い
た
い
。 

詐
欺
、
横
領
の
た
め
の
舞
台
と
し
て
使
わ
れ
、
大
勢
の
被
害
者
か
ら
飛
田
氏
の
「
検
察
官
官
舎
」
に
詐
欺
事
件
の
連
絡
や
問

い
合
わ
せ
が
殺
到
し
た
が
、 

飛
田
氏
自
身
も
こ
れ
ら
の
処
理
に
つ
い
て
親
族
と
し
て
関
与
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
事
実

か
。 

ま
た
、
家
族
的
な
交
流
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
。
検
察
庁
幹
部
と
前
科
の
あ
る
大
物
総
会
屋
Ａ
氏
と
の
親
し
い
交
際
は
、 

七 

 



 

八 

佐
野
眞
一
氏
（
大
阪
法
務
局
局
長
）
は
、
法
務
省
営
繕
課
に
在
職
中
、
法
務
省
が
発
注
す
る
建
設
工
事
等
で
、
出
入
り
建

設
業
者
か
ら
多
額
の
謝
礼
金
を
受
け
取
っ
た
。 

七 

池
田
茂
穂
氏
（
現
東
京
地
検
公
判
部
長
）
は
業
界
紙
の
経
営
者
だ
っ
た
Ｋ
・
Ｔ
氏
と
と
も
に
、
銀
座
オ
ー
シ
ャ
ン
ホ
テ
ル

一
階
の
ク
ラ
ブ
「
Ｐ
」
及
び
三
階
の
和
食
レ
ス
ト
ラ
ン
「
Ｓ
」
を
根
拠
地
と
し
て
連
日
の
よ
う
に
通
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
業
界

及
び
業
者
と
遊
興
を
重
ね
、
饗
応
と
も
い
わ
れ
る
特
別
な
接
待
を
受
け
て
い
た
。
ま
た
、
金
銭
の
授
受
関
係
も
あ
っ
た
と
証

言
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
疑
惑
の
渦
中
に
あ
る
検
察
幹
部
が
、
公
判
部
長
と
い
う
要
職
に
あ
っ
て
も
検
察
庁
は
公
平
、
公

正
な
裁
判
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
最
高
検
察
庁
と
し
て
は
綱
紀
粛
正
の
立
場
か
ら
ど
う
対
応
さ
れ
る
の
か
、
事
実
関

係
と
と
も
に
回
答
願
い
た
い
。 

ま
た
、
佐
野
眞
一
氏
は
、
国
税
法
違
反
で
摘
発
さ
れ
た
業
者
Ａ
氏
か
ら
依
頼
を
受
け
、
そ
の
も
み
消
し
の
た
め
に
担
当
検

事
Ｆ
氏
に
対
し
て
働
き
か
け
を
し
た
と
証
言
さ
れ
て
い
る
。
法
の
正
義
を
司
る
検
察
官
が
、
悪
質
な
脱
税
行
為
に
加
担
し
、

国
民
か
ら
与
え
ら
れ
た
権
力
を
乱
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ざ
る
行
為
で
あ
る
。
善
良
な
納
税
者
に
対
し
深
く
謝
罪
す
る
と
と

も
に
、
最
高
検
察
庁
は
綱
紀
粛
正
の
立
場
か
ら
早
急
に
調
査
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。
こ
の
件
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
も
回

答
を
願
い
た
い
。 

八 

 



 

九 


永
祐
介
氏
（
最
高
検
検
事
総
長
）
及
び
土
肥
孝
治
氏
（
東
京
高
検
検
事
長
）
は
、
大
阪
に
本
社
が
あ
る
Ｅ
社
（
Ｈ.

Ｔ
銀

行
系
の
ノ
ン
バ
ン
ク
か
ら
三
千
億
円
の
資
金
を
引
出
し
九
三
年
十
二
月
、
和
議
と
は
い
え
事
実
上
倒
産
）
の
社
長
Ｎ
・
Ｓ

氏
と
の
深
い
交
遊
が
あ
っ
た
と
証
言
さ
れ
て
い
る
。
Ｅ
社
は
戦
後
九
番
目
の
大
型
倒
産
と
話
題
に
な
り
、
負
債
総
額
二
千
五

百
億
円
、
う
ち
数
百
億
円
が
使
途
不
明
金
と
い
わ
れ
、
背
任
、
横
領
の
疑
惑
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
放
置

さ
れ
て
い
る
件
に
つ
き
大
阪
地
検
や
国
税
当
局
が
解
明
に
乗
り
出
さ
な
い
の
は
、
最
高
検
が
こ
の
捜
査
に
圧
力
を
か
け
て
い

る
か
ら
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
最
高
検
最
高
幹
部
で
あ
る

永
現
検
事
総
長
や
土
肥
東
京
高
検
検
事
長
の
両
名
が
、
大
阪
高

検
の
検
事
長
・
次
席
検
事
と
し
て
在
阪
し
て
い
た
平
成
四
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
数
回
に
わ
た
っ
て
、
京
都
の
料
亭
「
Ｋ
」

に
お
い
て
Ｎ
・
Ｓ
氏
の
酒
席
の
接
待
を
受
け
、
ま
た
、
ゴ
ル
フ
場
で
も
接
待
を
受
け
た
。
Ｎ
・
Ｓ
と
の
交
際
の
事
実
関
係
は

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
捜
査
に
圧
力
を
か
け
た
こ
と
は
な
か
っ
た
か
、
回
答
願
い
た
い
。 

十 


永
祐
介
氏
（
最
高
検
検
事
総
長
）
は
、

平
成
七
年
十
一
月
六
日
の
山
口
敏
夫
代
議
士
の
議
員
質
問
書
に
関
し
、
「
議
員

質
問
書
の
再
提
出
に
つ
い
て
は
私
と
し
て
は
最
大
限
の
努
力
は
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
山
口
議
員
も
自
重
し
て
も
ら
い
た

い
」
と
山
口
代
議
士
側
と
何
度
か
の
接
触
が
あ
っ
た
か
。

永
検
事
総
長
は
、
こ
れ
ら
の
や
り
と
り
が
事
実
と
し
て
存
在
し

た
の
を
認
め
ら
れ
る
か
、
ご
見
解
を
承
り
た
い
。 

九 

 



 

列
記
し
て
き
た
各
質
問
事
項
が
事
実
で
あ
っ
た
場
合
、
綱
紀
の
紊
乱
は
目
に
余
る
も
の
が
あ
る
。
当
事
者
の
責
任
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、「
法
務
大
臣
」
及
び
「
検
事
総
長
」
に
は
、
当
然
、
監
督
責
任
が
存
在
す
る
と
考
え
る
が
、
い
か
な
る
所
見

を
お
持
ち
か
、
お
聞
か
せ
願
い
た
い
。 

人
権
の
擁
護
を
怠
り
、
職
務
上
知
り
え
た
情
報
を
安
易
に
マ
ス
コ
ミ
に
リ
ー
ク
し
、
事
件
の
世
論
づ
く
り
に
利
用
す
る
検

察
庁
の
体
質
、
手
法
は
、
『
法
治
主
義
の
原
則
』
を
踏
み
に
じ
る
違
法
行
為
で
は
な
い
の
か
。
自
分
た
ち
は
何
を
や
っ
て
も

許
さ
れ
る
と
い
う
独
善
か
ら
く
る
重
大
な
過
失
を
真
剣
に
反
省
す
べ
き
で
あ
る
。
検
察
庁
は
国
家
権
力
の
中
で
も
「
捜
査

権
」
と
「
公
訴
権
」
と
二
つ
の
強
大
な
権
力
を
持
つ
法
の
番
人
で
あ
り
、
真
の
公
正
、
公
平
な
社
会
実
現
を
目
指
す
使
命
と

責
任
が
あ
る
。
し
か
る
に
、
自
浄
能
力
の
な
い
司
法
権
力
の
腐
敗
構
造
は
国
民
の
名
に
お
い
て
究
明
、
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

国
家
公
務
員
は
国
民
の
奉
仕
者
た
る
立
場
に
お
い
て
、
国
の
法
律
を
運
用
す
る
大
き
な
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
一
連
の
行
為
は
、
検
察
官
の
職
責
上
か
ら
く
る
正
義
の
味
方
意
識
が
独
善
の
世
界
に
は
ま
り
込

み
、
国
民
の
公
僕
と
し
て
責
任
を
放
棄
し
、
自
分
た
ち
は
特
別
の
人
と
い
う
特
権
意
識
が
検
察
官
僚
の
体
質
と
な
り
、
驕
り

と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

一
〇 

 



 

 

一
一 

「
調
査
結
果
及
び
調
査
報
告
に
基
づ
き
当
該
公
務
員
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
処
置
を
と
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
、
再
発
防

止
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
対
策
を
講
じ
ら
れ
る
の
か
」
に
つ
き
、
至
急
、
且
つ
具
体
的
に
回
答
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
。 

尚
、
国
家
公
務
員
法
「
第
百
条
」
等
を
含
め
、
破
綻
し
た
「
Ｋ
」
信
用
組
合
の
幹
部
ら
民
間
人
と
検
察
庁
幹
部
と
の
不
明

朗
な
交
遊
疑
惑
、
検
察
最
高
幹
部
の
ゴ
ル
フ
場
会
員
権
購
入
疑
惑
問
題
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
検
察
疑
惑
に
関
し
、
関
係
者
の
証

言
と
資
料
を
も
と
に
、
『
質
問
主
意
書
』
を
再
提
出
す
る
こ
と
を
、
通
告
し
て
お
き
ま
す
。 

右
質
問
す
る
。 


